
現在，その多くは静穏が保たれている地域であり，今後とも静穏を保っていくことが望ましいこ

とから，55dB以下とする。

ただし，AA地域を除くこれら地域のうち道路に面する地域の環境保全水準は，現行の環境基

準値を基礎として設定したLdnの値とする0

地域類型に基づく環境保全水準

地　　　域　　　の　　　頬　　　型 剪許體刮ｿ騒音レベ‾ル Ldn（dB） 

AA 處9wｸ郢�ﾘ,�,x*ｨ�ﾘx+X,I�ﾙ'X+8.ｨ.�&闔h,�,y<�,��8寤/�wh+x.��50以下 
地鱒 

A 偃X,h+X,H�ｸ�,ﾉw�,仍�+8.ｨ.�&闔b�55以下 

B ��ｩ9i�H,ﾈ�ｸ�,i[�+�,Hⅸｼh�8�Hﾔ鮎h,�,x,ﾉw�,仍�+8.ｨ.�&闔b�65以下 

C ����4��4(決､�,ﾉ&闔b�55以下 

道路に面する地域の環境保全水準

地　　　域　　　の　　　区　　　　分 �(ｹn�9���ｸ尨8ﾈ7�8ｲ�ﾆF��縫(�｢�

AまたはC地域のうち2車線を有する道路に面する地域 田�決屬�

AまたはC地域のうち，2車線を越え‾る車線を有する道路に面する 田X決屬�
地域 

B地域のうち2車線以下の車線を有する道路に面する地域 都�決屬�

B地域のうち2車線を越える車線を有する道路に面する地域 都X決屬�

特殊騒音としての航空機騒音及び新幹線鉄道騒音については，地域類型ごとに定められている

現行の環境基準値をもって環境保全水準とする0

航空機騒音に係る環境保全水準

地　　域　　の　　輯　　型 刳譓�値（単位WECPN‾L） 

Ⅰ ��ｨ.x�ｸ�,ﾉw�,仍�+8.ｨ.�&闔b�70以下 

≠ �H決､�,ﾉ&闔h,Y,ｨ�ﾘ,ﾉ�hｨ�/�]ｹ�8+x.儺ｹwh*ｨ*�.�&闔b�75以下 
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地　　　域

主として住居の用瞥

Ⅰ以外の地域で通

2．環境容量の設定

環境騒音に係る環境容

かつ，住民が騒音影響に

法に基づく用途区分及び

区分ごとに設定する。

第Ⅰ類型に区分される

地域，農業地域など住居

の区分に属するメッシュ

とする。

第Ⅱ類型に区分される

であるメッシュであり，

から70dBまでのゾーンr

第Ⅱ類型に区分される

混在しているメッシュで

よって，Ldn55dBから

ただし，これらの環境

のとし，それまでの間環

第4節　環境管

環境騒音に係る環境管

音としてとらえて管理す

環境保全水準を維持し，


